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長
吏
太
郎
左
衛
門
と
砥
商
い

　
　
　

は
じ
め
に

　

筆
者
は
か
ね
て
よ
り
、
鉢
形
領
の
成
立
と
展
開
の
具
体
的
過
程
に
係
る
分
析

を
す
す
め
て
い
る1

。
鉢
形
領
は
戦
国
大
名
北
条
氏
の
支
城
領
で
、
鉢
形
城
（
埼

玉
県
寄
居
町
）
を
中
心
の
拠
点
と
す
る
。
支
城
主
と
し
て
北
条
氏
邦
（
藤
田
氏

の
家
督
を
継
い
で
い
る
が
、
便
宜
上
、
名
字
は
北
条
で
統
一
）
が
、
北
条
氏
当

主
か
ら
権
限
を
委
譲
さ
れ
て
同
領
を
支
配
し
た2

。

　

右
の
関
心
か
ら
、
本
稿
で
は
、
長
吏
と
い
う
、
近
世
に
は
穢
多
身
分
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
人
々
に
つ
い
て
、
太
郎
左
衛
門
と
い
う
、
戦
国
期
に
お
い
て
上
野

国
と
鉢
形
領
な
ど
を
舞
台
に
活
動
す
る
長
吏
を
軸
に
分
析
し
た
い
。

　

中
世
〜
近
世
の
長
吏
に
つ
い
て
は
厚
い
研
究
史
が
あ
る
が
、
と
く
に
近
年
、

近
世
を
中
心
に
、
従
来
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
皮
革
業
へ
の
関
与
に
と
ど
ま
ら

な
い
そ
の
実
態
の
多
様
性
が
指
摘
さ
れ
、分
析
が
進
ん
で
い
る
。近
世
の
長
吏（
長

吏
小
頭
）
は
、
村
落
の
一
角
に
集
住
す
る
穢
多
な
ど
を
率
い
て
、
排
他
的
な
勢

力
範
囲
（
旦
那
場
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
そ
こ
に
長
吏
小
頭
は
多
く
は
一
人
、
場

合
に
よ
っ
て
は
数
人
）
で
皮
革
業
に
係
る
生
業
を
行
う
。
そ
の
一
方
、
よ
り
広

い
範
囲
で
市
商
い
を
行
う
。商
う
物
品
は
近
世
初
期
ま
で
は
砥
石
が
主
体
で
あ
っ

た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
戦
国
期
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も

の
と
見
受
け
ら
れ
る
。
長
吏
は
、
寺
社
も
し
く
は
大
名
・
地
域
的
領
主
と
結
び

つ
き
（
本
来
的
に
は
前
者
と
結
び
つ
い
て
い
た
が
、
後
者
が
長
吏
職
の
任
命
者

と
な
っ
て
い
る
）、
非
人
宿
（
地
理
的
に
は
、
交
通
の
要
衝
に
あ
る
郷
村
や
町
場

の
一
角
）
に
集
住
し
て
皮
革
業
な
ど
に
携
わ
る
集
団
（
彼
ら
も
近
世
に
は
穢
多

な
ど
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
）
を
率
い
る3

。

　

た
だ
、
右
に
お
け
る
戦
国
期
の
理
解
は
、
由
緒
書
な
ど
近
世
史
料
に
拠
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
。
史
料
的
制
約
の
た
め
で
は
あ
る
が
、
同
時
代
史
料
に
拠
っ
た

具
体
的
な
実
態
分
析
、
と
く
に
砥
商
い
に
係
る
分
析
は
い
ま
だ
充
分
で
な
い
と

考
え
る
。

　

以
上
を
ふ
ま
え
て
本
稿
で
は
、
太
郎
左
衛
門
ら
長
吏
に
つ
い
て
、
鉢
形
領
や

砥
商
い
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
と
こ
ろ
を
中
心
に
、
同
時
代
史
料
に
出
来
る

だ
け
拠
っ
て
実
態
分
析
を
行
う4

。

長
吏
太
郎
左
衛
門
と
砥
商
い

伊　
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一　

鉢
形
領
成
立
以
前
の
太
郎
左
衛
門

　

太
郎
左
衛
門
の
関
係
史
料
は
、
深
谷
市
の
平
井
家
（
長
吏
小
頭
の
子
孫
と
伝

わ
る5

）
所
蔵
の
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
関
係
す
る
と
思
し
き
史
料
（
後
掲
史
料

２
お
よ
び
３
）
が
『
御
府
内
備
考
』
浅
草
新
町
の
項
に
引
用
さ
れ
て
い
る
（
御

府
内
四
〇
〇
〜
四
〇
一
頁
）。
こ
れ
は
、
近
世
関
東
の
穢
多
頭
弾
左
衛
門
（
矢
野

氏
）
の
由
緒
書
に
よ
れ
ば
、
近
世
初
頭
に
徳
川
氏
が
小
田
原
の
長
吏
太
郎
左
衛

門
か
ら
取
り
上
げ
て
弾
左
衛
門
に
与
え
た
も
の
と
伝
わ
る6

。
小
田
原
の
太
郎
左

衛
門
の
子
孫
は
山
王
原
（
神
奈
川
県
小
田
原
市
）
の
長
吏
小
頭
と
な
る
が
、
本

稿
で
扱
う
太
郎
左
衛
門
と
の
関
わ
り
は
不
明
で
あ
る
。

　

さ
て
太
郎
左
衛
門
の
初
見
は
、
次
の
史
料
で
あ
る
。

　
【
史
料
１
】
北
条
宗
哲
朱
印
状7

上
州
平
井
之
長
吏
源
左
衛
門
、
敵
方
ヘ

就
通
用
、
被
国
払
候
、
然
処
江

、
彼

者
一
跡
被
仰
付
御
印
判
被
下
候
上
、
自
然
横
合
等
申
懸
者
有
之
者

、
奏
者
ヘ

申
触
、
可
加
成
敗
者
也
、
仍
如
件
、

　
　
　
　

天
文
廿
四
年
（
一
五
五
五
）

　
　
　
　
　

六
月
十
二
日

　
　
　
　
　
（
宗
哲
朱
印
）

　
　
　
　
　
　

長
吏

　
　
　
　
　
　
　

太
郎
左
衛
門

　

同
年
月
日
付
で
、
ほ
ぼ
同
文
の
北
条
氏
堯
朱
印
状
も
発
給
さ
れ
て
い
る8

。
宗

哲
や
氏
堯
は
、
北
条
氏
が
平
井
城
（
群
馬
県
藤
岡
市
）
の
山
内
上
杉
氏
を
越
後

国
に
追
い
上
野
国
に
進
出
し
た9

際
、
北
条
方
の
軍
事
指
揮
官
と
し
て
こ
れ
ら
を

発
給
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
太
郎
左
衛
門
が
北
条
方
と
つ
な
が
り
を
も
ち
、
長
吏

と
認
め
ら
れ
て
い
て
、
平
井
に
い
て
上
杉
方
と
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
た
と
み

ら
れ
る
源
左
衛
門
の
権
限
を
認
定
さ
れ
た
と
い
う
状
況
が
う
か
が
わ
れ
る
。
太

郎
左
衛
門
が
も
と
も
と
平
井
に
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
（
本
拠
が
武
蔵

深
谷
領
に
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
、
後
述
）。
だ
が
、
以
降
の
上
野
国
に
お
け
る

彼
の
拠
点
は
こ
こ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
平
井
に
は
九
郎
左
衛
門
と
い
う
他
の
長

吏
も
い
た
ら
し
く
、
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
に
太
郎
左
衛
門
を
訴
え
て
い
る
。

　
【
史
料
２
】
北
条
家
裁
許
朱
印
状
写10

上
州
平
井
長
吏
九
郎
左
衛
門
訴
申
に
付
而

、太
郎
左
衛
門
召
出
遂
糺
明
之
処
、

太
郎
左
衛
門
捧
証
申
処
、
尤
道
理
之
旨
裁
許
畢
、
然
は
平
井
長
吏
九
郎
左

衛
門
一
類
上
州
被
取
払
上
、
若
被
拘
方
有
之
は
、
急
度
可
申
届
、
猶
於
無

承
引
者

、
小
田
原
表
江

注
進
可
申
旨
、
仍
下
知
如
件
、

　
　
　
　

弘
治
二
年
正
月
十
日　
　
　

石
巻
下（
家
貞
）野
判

　
　
　
　
　
　
　

長
吏
太
郎
左
衛
門

　

北
条
氏
の
裁
許
の
結
果
は
、
九
郎
左
衛
門
一
類
の
上
野
国
追
放
で
あ
っ
た
。

彼
は
、
お
そ
ら
く
源
左
衛
門
の
跡
を
め
ぐ
っ
て
、
太
郎
左
衛
門
と
あ
ら
そ
い
と

な
り
訴
訟
に
い
た
っ
た
。
対
し
て
太
郎
左
衛
門
は
、
お
そ
ら
く
史
料
１
（
お
よ

び
同
日
付
北
条
氏
堯
朱
印
状
）
を
武
器
に
訴
訟
を
勝
利
に
み
ち
び
き
、
九
郎
左

衛
門
ら
の
排
除
、
お
よ
び
自
ら
の
権
益
の
保
持
・
伸
長
を
は
か
っ
た
。
九
郎
左

衛
門
ら
の
処
置
は
源
左
衛
門
に
対
す
る
そ
れ
と
同
様
で
あ
り
、
彼
ら
は
源
左
衛

門
の
与
党
と
み
な
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
以
降
、
九
郎
左
衛
門
の
動
向
は
史
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料
上
み
ら
れ
な
く
な
る
。

　

し
か
し
源
左
衛
門
は
、
そ
の
後
に
お
い
て
も
上
野
国
に
い
た
。

　
【
史
料
３
】
北
条
家
虎
朱
印
状
写11

一�

、
長
吏
源
左
衛
門
御
国　

御
免
之
儀
、
被　

仰
出
候
処
、
沼
田
道
者
之

儀
横
合
申
、
剰
へ
太
郎
左
衛
門
子
方
沼
田
庄
本
屋
敷
え
返
す
間
敷
由
申

候
旨
、
然
上
、
沼
田
孫
次
郎
代
福
島
孫
七
郎
に
堅
被
仰
付
候
、
向
後
無

相
違
可
申
付
、
此
上
源
左
衛
門
兎
角
申
時
は
、
可
被
払
御
国
事
、

一�

、長
吏
源
左
衛
門
被
払　

御
分
国
候
処
、厩
橋
之
長
吏
所
に
有
之
由
申
候
、

此
度
厩
橋
代
官
早
川
に
被
仰
付
候
、
此
上
令
徘
徊
付
て
は
、
見
逢
に
太

郎
左
衛
門
に
申
付
可
致
成
敗
候
、
依
之
、
知
行
地
に
不
入
有
之
候
咎
人

之
上
、
拘
方
不
可
有
之
候
、
可
致
討
捨
者
也
、
仍
如
件
、

　
　
　
　

永
禄
二
年
八
月
七
日　

狩
野
大
膳
亮
奉
之

　
　
　
　
　
　
　
　

長
吏

　
　
　
　
　
　
　
　

太
郎
左
衛
門
え

　

こ
の
史
料
は
解
釈
が
難
し
く
、
た
と
え
ば
北
条
領
国
内
に
お
け
る
源
左
衛
門

へ
の
対
応
が
、
二
条
目
で
は
「
徘
徊
」
を
見
つ
け
次
第
殺
害
、
一
条
目
で
は
「
兎

角
」
を
申
せ
ば
追
放
、と
や
や
異
な
る
。
一
条
目
は
、も
と
は
、二
条
目
に
先
だ
っ

て
北
条
氏
が
発
給
し
た
史
料
の
本
文
部
分
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
と
も
あ

れ
一
条
目
か
ら
は
、源
左
衛
門
が
沼
田
（
群
馬
県
沼
田
市
）
の
道
者
に
係
る
「
横

合
」
を
は
た
ら
き
（
後
述
）、
さ
ら
に
太
郎
左
衛
門
の
「
子
方
」
の
沼
田
へ
の
帰

還
を
妨
げ
よ
う
と
し
た
状
況
を
読
み
と
れ
る
。「
子
方
」
は
沼
田
の
長
吏
集
団
の

可
能
性
も
あ
る
。
道
者
は
寺
社
参
詣
な
ど
に
か
か
わ
る
宗
教
者
集
団
で
あ
ろ
う

か
。
源
左
衛
門
は
沼
田
に
お
い
て
も
、太
郎
左
衛
門
と
権
限
を
め
ぐ
り
あ
ら
そ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
条
目
か
ら
は
、
永
禄
二
年
八
月
の
段
階
で
源
左
衛
門
が

厩
橋（
同
県
前
橋
市
）の
長
吏
の
と
こ
ろ
に
潜
伏
し
て
い
た
状
況
が
う
か
が
え
る
。

代
官
の
早
川
氏
が
お
り
、
厩
橋
は
北
条
氏
直
轄
地
と
み
ら
れ
る
。
な
お
厩
橋
長

野
氏
を
こ
の
時
期
の
厩
橋
城
主
と
す
る
理
解
も
あ
る12

が
、
主
要
な
根
拠
が
近
世

史
料
で
あ
る
。
史
料
３
で
北
条
氏
は
、
沼
田
で
は
城
主
代
に
源
左
衛
門
の
不
当

な
行
為
を
や
め
さ
せ
、
厩
橋
で
は
代
官
に
源
左
衛
門
を
（
お
そ
ら
く
）
追
い
払

う
よ
う
申
付
け
て
い
る
。

　

太
郎
左
衛
門
は
、
北
条
氏
と
結
び
つ
い
て
、
源
左
衛
門
（
お
よ
び
九
郎
左
衛

門
）
の
平
井
に
お
け
る
勢
力
を
奪
い
、
そ
こ
を
拠
点
に
上
野
国
に
お
け
る
勢
力

を
伸
ば
し
、
沼
田
に
「
子
方
」
を
も
つ
ま
で
に
な
る
。
そ
し
て
源
左
衛
門
ら
と

あ
ら
そ
い
に
な
っ
た
。
源
左
衛
門
は
越
後
国
の
長
尾
景
虎
（
上
杉
謙
信
）
と
結

び
つ
い
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
太
郎
左
衛
門
は
、
北
条
氏
の
国
払
の
裁
定
を

盾
に
、
彼
ら
（
も
し
く
は
彼
ら
の
行
為
）
の
排
除
を
は
か
っ
た
。
た
だ
一
方
で
、

も
と
も
と
同
国
に
根
を
は
る
長
吏
を
排
除
し
て
し
ま
う
こ
と
が
中
々
難
し
い
面

も
、
一
連
の
史
料
は
物
語
っ
て
い
る
。
源
左
衛
門
が
上
野
国
か
ら
追
放
さ
れ
て

し
ま
っ
た
か
ど
う
か
は
、
北
条
氏
が
直
後
（
翌
年
か
ら
）
の
景
虎
の
関
東
侵
攻

で
上
野
国
を
奪
わ
れ
る13

こ
と
も
あ
り
、
不
明
で
あ
る
。
太
郎
左
衛
門
が
上
野
国

に
獲
得
し
た
権
限
も
、
侵
攻
に
よ
り
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
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二　

太
郎
左
衛
門
と
鉢
形
領

　

永
禄
四
年
、
景
虎
は
北
条
氏
の
本
拠
小
田
原
城
ま
で
攻
め
込
む
が
、
同
人
が

退
却
す
る
と
、
そ
の
直
後
か
ら
北
条
氏
が
反
攻
し
、
永
禄
六
年
二
月
〜
永
禄
七

年
六
月
、
北
武
蔵
に
鉢
形
衆
を
成
立
さ
せ
る14

。
お
よ
そ
こ
の
時
期
に
鉢
形
領
も

成
立
し
た
と
理
解
し
う
る
。

　

永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
二
月
、
太
郎
左
衛
門
は
再
び
史
料
に
登
場
す
る
。

　
【
史
料
４
】
北
条
氏
邦
朱
印
状15

（
傍
線
は
筆
者
）

砥
商
之
義
ニ

付
而
、
御
侘
言
申
上
候
、
小
田
原
如
御
印
判
、
当
領
中
分
改
は

、

何
人
盗
商
ニ

付
而
、
荷
馬
共
相
押
、
其
人
召
連
、
関
山
へ

参
可
申
上
、
遂
糺
明
、

後
年
之
儀
、
弥
可
有
御
定
旨
、
被
仰
出
者
也
、
仍
如
件
、

　
　
　
　
　
（
永
禄
八
年
）

　
　
　
　

乙
丑　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奉
之

　
　
　
　
　

二
月
十
一
日　
　

三
山
五
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
（
氏
邦
Ⅰ
型
朱
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　

長
吏

　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
郎
左
衛
門

　

太
郎
左
衛
門
は
、鉢
形
領
で
の
砥
商
い
に
係
る
権
限
行
使
に
関
し
て
訴
え（「
御

侘
言
」）
を
お
こ
し
、
支
城
主
北
条
氏
邦
に
よ
り
、
同
領
に
お
け
る
独
占
的
な
権

限
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
傍
線
部
よ
り
、
北
条
氏
当
主
の
認
定
の
氏

邦
に
よ
る
追
認
と
い
う
面
も
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
氏
邦
が
北
条
氏
当
主
か
ら
移

譲
さ
れ
た
同
領
に
お
け
る
領
域
支
配
の
権
限
は
、
当
主
か
ら
独
立
し
て
し
ま
っ

て
い
る
も
の
と
ま
で
は
い
え
ず
、最
終
的
な
権
限
は
当
主
が
（
潜
在
的
に
）
握
っ

て
い
た
と
評
価
し
う
る
。
永
禄
一
〇
年
一
二
月
一
七
日
に
も
、
氏
邦
は
太
郎
左

衛
門
に
対
し
、
同
内
容
の
再
確
認
・
認
定
を
し
て
い
る16

。

　

鉢
形
領
内
で
太
郎
左
衛
門
（
お
よ
び
そ
の
配
下
）
以
外
の
者
が
砥
商
い
を
し

た
場
合
、
そ
れ
は
「
盗
商
」（
無
許
可
で
砥
商
い
を
お
こ
な
う
者
、
と
い
う
ほ
ど

の
意
か
）
と
み
な
さ
れ
る
。
荷
物
と
馬
を
差
し
押
さ
え
ら
れ
、
拘
束
さ
れ
て
関

山
（
寄
居
町
）
に
連
行
さ
れ
、氏
邦
の
名
の
も
と
に
糺
明
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

関
山
は
、
氏
邦
の
鉢
形
入
城
（
永
禄
八
年
八
月
〜
同
一
二
年
二
月17

）
以
前
に
お

け
る
、
当
該
領
域
に
お
け
る
経
済
的
な
中
心
で
あ
ろ
う
か
。

　

鉢
形
領
外
の
長
吏
（
後
述
）
の
太
郎
左
衛
門
に
、
追
認
で
は
あ
る
が
、
こ
う

し
た
大
き
な
権
限
を
氏
邦
は
認
め
た
。
当
該
地
域
で
砥
商
い
に
携
わ
る
人
々
は
、

太
郎
左
衛
門
に
よ
り
、
そ
の
配
下
と
な
る
か
「
盗
商
」
扱
い
さ
れ
る
か
の
二
者

択
一
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
結
果
と
し
て
、
鉢
形
領
に
お
け
る

砥
商
い
に
係
る
地
域
的
な
秩
序
が
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

鉢
形
領
内
に
従
来
よ
り
根
を
は
っ
て
い
た
長
吏
と
の
衝
突
も
発
生
す
る（
後
述
）。

　

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
太
郎
左
衛
門
が
商
う
砥
石
は
ど
こ
か
ら
供
給
さ
れ
て
い

た
も
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
上
野
国
の
拠
点
を
失
っ
た
太
郎
左
衛
門
は
、
ど
こ

に
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
を
知
る
て
が
か
り
と
な
る
の
が
、
く
だ
っ
て

天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
発
給
の
、
次
の
史
料
で
あ
る
。

　
【
史
料
５
】
北
条
氏
邦
朱
印
状18

（
傍
線
は
筆
者
）

従
西
上
州
出
砥
事
、
此
度
改
申
付
候
間
、
仁
見
之
長
吏
太
郎
左
衛
門
手
判

為
無
之
、
致
売
買
間
敷
候
、
然
ニ

末
野
長
吏
惣
衛
門
ニ
ハ

、
一
ヶ
月
ニ

廿
疋
宛
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長
吏
太
郎
左
衛
門
と
砥
商
い

之
過
所
出
候
間
、
是
を
は

心
易
可
為
致
売
買
、
此
上
、
横
合
之
儀
有
之
者

、
可

申
上
、
何
事
も

如
前
々
申
付
、
御
大
途
之
御
用
等
、
又
鉢
形
用
所
を
も

可
走
廻
、

末
野
長
吏
可
致
懇
切
旨
、
被
仰
出
者
也
、
仍
如
件
、

　
　
　
　
　
　

丁
丑
（
天
正
五
年
）

　
　
　
　
　
　
　

卯
月
廿
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
（
氏
邦
Ⅱ
型
朱
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
吏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
郎
左
衛
門

　

傍
線
部
（
実
線
）
よ
り
、ま
ず
太
郎
左
衛
門
の
本
拠
は
人
見
（「
仁
見
」、深
谷
市
）

で
あ
る
。人
見
は
、深
谷
領
に
属
し
た
と
み
ら
れ
る
。深
谷
城
の
南
東
数
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
に
位
置
し
、
同
城
の
上
杉
氏
憲
（
深
谷
上
杉
氏
）
が
同
地
の
寺
社
（
昌
福

寺
な
ど
）に
寄
進
し
て
い
る19

。こ
の
段
階
に
お
け
る
深
谷
上
杉
氏
と
北
条
氏
と
は
、

後
者
が
上
位
の
協
力
関
係
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る20

。
よ
っ
て
人
見
は
北
条
領
国
内

で
は
あ
る
が
、
鉢
形
領
外
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
太
郎
左
衛
門
が
い
つ
か
ら

人
見
を
本
拠
に
し
た
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、上
野
国
の
拠
点
を
失
っ
た（
前
述
）

段
階
に
は
遡
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
前
か
ら
の
彼
の
本
拠
で
あ
っ
た
可
能

性
も
あ
る
。
仮
に
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
太
郎
左
衛
門
は
も
と
も
と
深
谷
上

杉
氏
も
し
く
は
人
見
の
寺
社
と
つ
な
が
り
を
も
つ
長
吏
で
あ
っ
た
と
理
解
し
う

る
。

　

つ
ぎ
に
太
郎
左
衛
門
の
商
う
砥
石
は
、
西
上
州
か
ら
供
給
さ
れ
て
い
た
。
砥

石
の
産
地
は
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。
北
条
領
国
付
近
で
め
ぼ
し
い
産
地
は
、
群
馬

県
甘
楽
郡
に
砥
沢
（
南
牧
村
）
や
中
小
坂
（
下
仁
田
町
）
な
ど
い
く
つ
か
あ
る

ほ
か
は
、
上
古
寺
（
小
川
町
）
の
み
で
あ
る
。
関
東
で
み
て
も
、
他
に
は
茨
城

県
の
旧
多
賀
郡
（
日
立
市
な
ど
）・
旧
西
茨
城
郡
（
笠
間
市
）
や
千
葉
県
銚
子
市

し
か
な
い21

。
よ
っ
て
西
上
州
は
、
北
条
氏
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
砥
石
の
産
地

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
た
だ
西
上
州
は
武
田
領
国
と
な
っ
て
お
り
、
次
の
史
料
の

よ
う
に
、
武
田
氏
と
結
び
つ
い
た
長
吏
も
い
た
。

　
【
史
料
参
考
１
】
武
田
家
定
書
写22

　
　
　
　
　
　
　

定

西
上
州
長
吏
職
并
砥
坂
（
マ
マ
）事
、
為
始
小
幡
谷
、
累
代
吾
分
所
相
計
数
通
、
先

証
歴
然
之
間
、
自
今
已
後
不
可
有
御
相
違
、
畢
竟
可
守
旧
例
之
旨
、
所
被

仰
下
也
、
仍
而
如
件
、

　
　
　
　
　

天
正
四
年
八
月
七
日
「
武
田
家
朱
印
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

跡
部
大
炊
介
奉
之

　
　
　
　
　
　

西
上
州
長
吏

　
　
　
　
　
　
　
　
　

助
左
衛
門

　

こ
の
史
料
は
、
助
左
衛
門
の
子
孫
（
も
し
く
は
権
限
の
継
承
者
）
と
み
ら
れ

る
下
仁
田
（
群
馬
県
甘
楽
郡
）
の
馬
左
衛
門
か
ら
、
徳
川
氏
が
取
り
上
げ
て
弾

左
衛
門
に
与
え
た
と
伝
わ
る
「
甲
斐
信
玄
公
御
証
文23

」
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
。

当
史
料
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
あ
り
と
す
る
見
解
も
あ
る24

。
だ
が
写
で
も
あ

り
、
お
よ
そ
右
の
よ
う
な
文
書
が
発
給
さ
れ
た
と
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ

う
（
な
お
本
稿
に
お
け
る
他
の
写
の
史
料
に
つ
い
て
も
、
こ
の
点
同
様
）。

　

な
お
近
世
後
期
、
安
生
老
（
川
越
市
豊
田
本
）
の
長
吏
は
、「
彼
等
が
先
祖
へ

甲
州
武
田
家
よ
り
出
せ
し
、
天
正
四
年
八
月
七
日
跡
部
大
炊
助
奉
り
の
文
書
」



−164−

成
蹊
人
文
研
究　

第
二
十
一
号
（
二
〇
一
三
）

を
所
持
し
た
と
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
内
容
は
、先
祖
が
上
野
国
で
砥
石
を
商
っ

た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る25

。
こ
の
史
料
が
史
料
参
考
１
と
同
じ
も
の
と
す
れ
ば
、

両
史
料
の
い
ず
れ
か
は
も
と
か
ら
写
で
あ
り
、
こ
の
長
吏
は
馬
左
衛
門
と
別
系

統
の
子
孫
（
も
し
く
は
権
限
の
継
承
者
）
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
助
左

衛
門
は
、
上
野
国
の
下
仁
田
も
し
く
は
そ
の
付
近
に
い
て
、
近
く
の
「
小
幡
谷
」

（
群
馬
県
甘
楽
郡
甘
楽
町
）
を
主
な
勢
力
範
囲
と
し
、
そ
こ
で
の
権
限
を
武
田
氏

に
よ
り
安
堵
さ
れ
た
と
理
解
し
う
る
。

　

史
料
参
考
１
は
、
文
意
を
と
り
づ
ら
い
箇
所
も
あ
る
が
、
助
左
衛
門
が
砥
石

に
係
る
何
ら
か
の
権
利
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
う
か
が
え
る
。
西
上
州
に
は
、

助
左
衛
門
の
よ
う
な
長
吏
が
何
人
か
い
て
、
太
郎
左
衛
門
（
お
よ
び
後
出
の
惣

右
衛
門
）
が
西
上
州
か
ら
の
砥
石
の
供
給
を
う
け
る
に
は
、
こ
う
し
た
長
吏
た

ち
の
協
力
が
必
要
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
の
分
析
を
踏
ま
え
、
史
料
５
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
理
解

が
な
し
う
る
。
長
尾
景
虎
の
関
東
侵
攻
で
上
野
国
の
拠
点
を
失
っ
た
と
み
ら
れ

る
太
郎
左
衛
門
は
、深
谷
領
の
人
見
を
本
拠
に
活
動
す
る
。砥
商
い
に
関
し
て
は
、

（
少
な
く
と
も
）
鉢
形
領
を
対
象
に
独
占
的
な
権
限
を
北
条
氏
当
主
か
ら
認
め
ら

れ
、
支
城
主
氏
邦
に
よ
り
追
認
さ
れ
た
。
失
わ
れ
た
上
野
国
に
お
け
る
権
限
の

補
填
の
意
味
合
い
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
商
い
の
権
限
の
認
定
と
引
き
換

え
に
、
太
郎
左
衛
門
は
北
条
氏
当
主
（「
御
大
途
」）
へ
の
「
御
用
」
お
よ
び
氏

邦
（「
鉢
形
」）
へ
の
「
用
所
」
を
つ
と
め
る
。
こ
れ
ら
は
砥
石
の
納
入
と
想
定

し
う
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
史
料
５
の
傍
線
部
（
点
線
）
で
氏
邦
は
、
末
野
（
寄
居
町
）
の

長
吏
惣
右
衛
門
の
権
限
も
認
定
し
、
太
郎
左
衛
門
に
も
そ
れ
を
認
め
る
よ
う
命

じ
て
い
る
。
両
者
の
あ
ら
そ
い
の
あ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は

章
を
あ
ら
た
め
て
述
べ
た
い
。

　
　
　

四　

末
野
の
惣
右
衛
門
と
の
あ
ら
そ
い

　

末
野
の
惣
右
衛
門
（
惣
衛
門
）
は
、
同
地
の
長
吏
と
し
て
、
後
述
の
よ
う
に

砥
商
い
に
関
与
す
る
一
方
、
次
の
史
料
の
よ
う
に
鉢
形
領
を
通
行
す
る
富
士
道

者
へ
の
通
行
料
を
「
水
之
本
」（
熊
谷
市
三
本
〔
み
つ
も
と
〕。
鉢
形
領
の
、
他

領
と
の
境
目
か
）
で
徴
収
す
る
権
限
も
有
し
て
い
た
人
物
と
み
ら
れ
る
。

　
【
史
料
６
】
北
条
氏
邦
朱
印
状
写26

先
以
御
印
判
雖
被
下
置
、
猶
被
仰
出
候
、
富
士
道
者
之
儀
、
依
人
二
銭
宛
、

於
水
之
本
可
被
取
旨
、
被
仰
出
者
也
、
仍
如
件
、

　
　
　
　
（
天
正
六
（
一
五
七
八
）
年
）

　
　
　
　
　

戊
刁　
　
「
氏
邦
虎
朱
印
」

　
　
　
　
　
　
　

卯
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
（
氏
邦
朱
印
影
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
吏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
衛
門

　

富
士
道
者
は
、
富
士
山
へ
の
登
山
者
と
そ
れ
を
引
率
す
る
者
で
あ
ろ
う
。
長

吏
が
道
者
か
ら
通
行
料
を
取
っ
て
い
る
。
道
者
と
長
吏
と
の
関
わ
り
が
う
か
が

え
た
。
な
お
史
料
３
に
お
け
る
源
左
衛
門
の
沼
田
の
道
者
に
対
す
る「
横
合
」は
、
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と
砥
商
い

こ
う
し
た
長
吏
と
道
者
の
関
係
を
前
提
と
し
た
、
通
行
料
を
（
北
条
氏
や
太
郎

左
衛
門
側
か
ら
み
れ
ば
）
不
当
に
と
る
行
為
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る27

。

　

さ
て
惣
右
衛
門
で
あ
る
が
、『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
末
野
村
長
吏
半
右
衛
門

の
項
に
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る28

。

（
前
略
）
先
祖
を
惣
右
衛
門
と
云
、
し
ば
／
＼
勤
労
あ
り
し
に
よ
り
、
鉢

形
よ
り
命
じ
て
砥
役
を
所
務
せ
し
と
云
、（
後
略
）

　

右
記
載
の
あ
と
は
、
子
孫
に
伝
来
す
る
文
書
（
史
料
６
〜
８
と
同
じ
も
の
）

が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、史
料
６
の
「
御
印
判
」、お
よ
び
史
料
７
の
「
彼

印
判
」
な
ど
の
存
在
を
勘
案
す
る
と
、
そ
れ
ら
は
、
惣
右
衛
門
関
係
文
書
の
う

ち
あ
く
ま
で
一
部
分
と
み
ら
れ
る
。
惣
右
衛
門
に
つ
い
て
は
、「
勤
労
」
に
よ
り
、

鉢
形
つ
ま
り
支
城
主
氏
邦
か
ら
砥
役
徴
収
を
認
め
ら
れ
た
と
伝
わ
る
。
そ
の
状

況
の
一
端
に
つ
い
て
物
語
る
の
が
次
の
史
料
で
あ
る
。

　
【
史
料
７
】
北
条
氏
邦
朱
印
状
写29

と（
砥
役
）

や
く
之
事
、
先
年
之
は（

判

形

）

ん
き
や
う
い（
如
何
）

か
ん
、
鉢
形
帰
城
之
上
、
糺
明
を

と
け
、
申
つ
け
へ
く
候
、
然
者

、
無
御
帰
城
間
之
事
者

、
彼
印
判
を
さ
き
と

し
て
、
藤
田
御
領
中
之
事
、
と
や
く
可
取
之
、
先
年
之
筋
目
、
帰
城
之
上
、

可
申
付
者
也
、
仍
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
「
氏
邦
朱
印
」　　
　
　
　
　
　

奉　

之

　
　
　

五
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　

長
田
右
近
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
（
氏
邦
朱
印
影
）

　
　
　
　
　
　
　

長
裏
（
マ
マ
）惣
右
衛
門

　

こ
の
史
料
は
年
未
詳
で
は
あ
る
が
、
奉
者
の
長
田
右
近
丞
は
亥
年
（
天
正
三
、

一
五
七
五
年
）
二
月
一
四
日
付
北
条
氏
邦
朱
印
状30

の
奉
者
長
田
石
見
守
の
前
身

の
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
以
後
の
も
の
で
は
な
い
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
氏
邦
が

鉢
形
を
居
城
と
し
た
時
期
（
前
出
）
か
ら
年
次
は
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
以
降
、

さ
ら
に
後
述
の
状
況
か
ら
永
禄
期
ご
ろ
、
同
九
年
か
ら
さ
ほ
ど
隔
た
ら
な
い
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
右
史
料
で
は
、惣
右
衛
門
の
所
持
と
み
ら
れ
る
先
年
の
判
形（「
彼
印
判
」）

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
氏
邦
は
そ
れ
を
根
拠
に
、
惣
右
衛
門
が
「
藤
田
御
領
」

に
お
け
る
砥
役
を
と
る
こ
と
を
ひ
と
ま
ず
認
め
る
処
置
を
し
、
鉢
形
城
に
帰
っ

た
の
ち
究
明
の
う
え
認
定
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
判
形
は
月
二
〇
疋
分
の
砥

商
い
を
認
め
る
過
所
（
史
料
５
、後
掲
史
料
８
）
に
あ
た
り
、二
〇
疋
の
枠
内
で
、

惣
右
衛
門
が
砥
商
い
に
従
事
す
る
配
下
か
ら
砥
役
を
と
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た

も
の
と
理
解
し
う
る
。

　

な
お
砥
役
に
つ
い
て
は
、
大
名
か
ら
砥
石
の
販
売
権
を
認
め
ら
れ
た
代
償
と

し
て
課
さ
れ
た
も
の
と
す
る
見
解
も
あ
る31

が
、
史
料
７
は
検
討
対
象
と
な
っ
て

い
な
い
。
主
た
る
根
拠
は
参
考
史
料
１
の
「
砥
坂
」
だ
が
、
砥
役
と
も
大
名
賦

課
役
と
も
断
定
で
き
な
い
。
砥
役
は
惣
右
衛
門
が
徴
収
権
を
も
ち
、
彼
の
配
下

と
し
て
砥
商
い
に
従
事
す
る
人
々
は
、
砥
役
を
お
さ
め
て
商
い
を
認
め
ら
れ
た

と
理
解
さ
れ
る32

。な
お
太
郎
左
衛
門
と
そ
の
配
下
の
間
に
も
同
様
の
関
係
が
あ
っ

た
と
想
定
し
う
る
（
史
料
４
・
史
料
５
）。

　
「
藤
田
御
領
」
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
、
鉢
形
領
成
立
以
前
に
お
け
る
藤
田

氏
の
支
配
地
域
の
意
と
理
解
し
う
る
。惣
右
衛
門
が
い
た
末
野
は
、藤
田
泰
邦（
氏

邦
の
先
代
）
以
前
の
藤
田
氏
の
本
拠
花
園
城
（
寄
居
町
）
城
下
に
位
置
す
る
（
付
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近
に
は
宗
像
神
社
や
少
林
寺
な
ど
、
寺
社
も
多
く
あ
つ
ま
る
）。
惣
右
衛
門
は
、

後
述
の
よ
う
に
、
非
人
宿
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
居
住
し
た
と
想
定
し
う
る
。
史

料
７
の
暫
定
的
な
処
置
は
、
惣
右
衛
門
の
権
限
が
及
ぶ
範
囲
が
、
先
年
の
判
形

に
よ
り
既
に
藤
田
氏
が
認
め
た
地
域（「
藤
田
御
領
」）の
内
で
あ
れ
ば
確
実
だ
が
、

鉢
形
領
全
体
に
認
め
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
確
定
で
き
な
か
っ
た
状
況
で
な
さ

れ
た
も
の
と
理
解
し
う
る
。
お
そ
ら
く
究
明
の
結
果
、
先
年
の
判
形
で
認
め
ら

れ
て
い
た
権
限
が
安
堵
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
末
野
に
は
長
吏
だ
け
で
な
く
、
鐘
打
ら
飛
脚
を
つ
と
め
た
人

3々3

も

居
住
し
た
。

　
【
史
料
参
考
２
】
北
条
氏
邦
朱
印
状
写34

（
傍
線
は
筆
者
）

廿
人
之
飛
脚
・
か
ね
打
共
ハ

可
踞
候
間
、
只
今
ち（

長

吏

）

や
う
り
踞
候
屋
敷
共
ニ

被

下
候
、
山
共
厳
密
守
可
申
候
、
花
園
山
共
ニ　

被
仰
付
者
也
、
仍
如
件
、

　
　
　
　
　
　
（
天
正
一
七
（
一
五
八
九
）
年
）

　
　
　
　
　
　

丑

　
　
　
　
　
　
　

正
月
三
日　
「
氏
邦
朱
印
、
虎
不
見
」

　
　
　
　
　
　
（
氏
邦
朱
印
影
）

　
　
　
　
　
　
　

末
野
之
か
ね
打

　

氏
邦
は
鐘
打
ら
に
、
か
つ
て
花
園
城
が
あ
っ
た
山
の
管
理
を
任
せ
た
ほ
か
、

傍
線
部
の
よ
う
に
、
長
吏
の
屋
敷
を
与
え
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
長
吏
が
惣
右

衛
門
と
は
別
人
な
の
か
、
同
一
人
物
で
あ
り
惣
右
衛
門
は
屋
敷
の
移
転
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
右
屋
敷
付
近
は
、
長
吏
や
鐘
打
な
ど
が

集
住
し
た
、
非
人
宿
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

そ
し
て
鐘
打
ら
は
長
吏
か
ら
は
独
立
し
た
存
在
と
み
ら
れ
る
。
近
世
の
鐘
打

は
、
時
宗
に
属
し
て
、
弾
左
衛
門—

長
吏
小
頭
の
支
配
系
統
に
は
入
ら
ず
、
世

良
田
村
（
群
馬
県
）
で
は
右
系
統
に
対
し
て
茶
筅
売
り
の
権
限
を
守
る
あ
ら
そ

い
を
お
こ
し
て
い
る35

。
末
野
に
お
い
て
も
、
鐘
打
の
子
孫
（
三
阿
弥
）
は
、
惣

右
衛
門
の
子
孫
（
長
吏
半
右
衛
門
）
と
は
別
個
に
、
鎌
倉
時
代
以
来
の
由
緒
を

持
つ
鐘
打
・
飛
脚
業
の
家
と
し
て
存
在
し
て
い
る36

。
史
料
参
考
２
の
、
戦
国
期

に
お
け
る
鐘
打
ら
へ
の
給
与
は
長
吏
と
の
あ
ら
そ
い
の
結
果
で
あ
っ
た
可
能
性

も
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
惣
右
衛
門
は
、
末
野
の
一
角
に
居
住
し
て
藤
田
氏
と
結
び
つ
い
て

い
た
長
吏
で
あ
り
、
そ
の
権
限
を
引
き
続
き
認
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
惣
右
衛
門
の
そ
う
し
た
権
限
は
、
太
郎
左
衛
門
の
そ
れ
（
前
述
）
と
競
合

す
る
部
分
が
あ
り
、
史
料
５
の
と
こ
ろ
で
も
触
れ
た
両
者
の
あ
ら
そ
い
と
な
っ

た
。

　
【
史
料
８
】
北
条
氏
邦
朱
印
状
写37

先
以
御
印
判
、
一
ヶ
月
ニ

廿
疋
之
分
、
砥
売
買
於
所
々
可
致
之
、
免
先
段
、

仁
見
之
長
吏
太（
郎
脱
カ
）左衛
門
与

、
旁
ニ

致
懇
切
、
御
用
等
可
走
廻
様
、
被
仰
付
上
者

、

太
左
衛
門
致
横
合
非
義
間
敷
候
、
若
違
乱
ニ

付
而
者

、
可
申
上
旨
、
被
仰
出
者

也
、
仍
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
「
氏
邦
朱
印
」

　
　
　
　
　
　

寅
卯
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
（
天
正
六
（
一
五
七
八
）
年
）

　
　
　
　
　
（
氏
邦
朱
印
影
）
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伊
藤
拓
也　

長
吏
太
郎
左
衛
門
と
砥
商
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
吏
惣
衛
門

　

こ
の
史
料
か
ら
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
状
況
が
う
か
が
え
る
。
惣
右
衛
門
は
、

氏
邦
よ
り
鉢
形
領
内
で
の
砥
石
の
売
買
を
一
ヶ
月
あ
た
り
二
〇
疋
分
認
め
ら
れ

て
い
た
。
従
来
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
権
限
（
前
述
）
と
理
解
し
う
る
。
氏
邦

は
、
人
見
の
太
郎
左
衛
門
に
よ
る
惣
右
衛
門
へ
の
「
横
合
非
義
」
を
禁
じ
、
惣

右
衛
門
に
対
し
て
「
先
段
」
を
免
じ
て
太
郎
左
衛
門
と
仲
良
く
し
、
と
も
に
氏

邦
へ
の
「
御
用
」（
お
そ
ら
く
砥
石
納
入
、
前
述
）
を
つ
と
め
る
よ
う
命
じ
た
。

天
正
五
〜
六
年
ご
ろ
、
鉢
形
領
に
お
い
て
、
氏
邦
と
結
び
つ
い
た
惣
右
衛
門
と
、

北
条
氏
当
主
（
お
よ
び
氏
邦
）
と
結
び
つ
い
た
太
郎
左
衛
門
の
権
限
が
（
一
部
）

競
合
し
て
あ
ら
そ
い
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
支
城
主
氏
邦
の
裁
定
が
求
め
ら

れ
、そ
れ
が
下
っ
た
。
そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
と
理
解
し
う
る
。
氏
邦
は
、

基
本
的
に
は
、
太
郎
左
衛
門
の
鉢
形
領
に
お
け
る
砥
商
い
の
独
占
的
な
権
限
を

認
め
た
。
鉢
形
領
で
砥
商
い
に
携
わ
る
人
々
は
、（
基
本
的
に
は
）
太
郎
左
衛
門

の
配
下
と
な
り
文
書
（「
手
判
」）
の
発
給
を
う
け
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い

る
（
史
料
５
）。
一
方
、
そ
の
例
外
と
し
て
、
惣
右
衛
門
を
太
郎
左
衛
門
の
配
下

と
は
せ
ず
、
惣
右
衛
門
が
従
来
か
ら
持
つ
権
限
も
認
め
、
両
者
に
協
力
関
係
（
お

そ
ら
く
太
郎
左
衛
門
が
上
位
）
を
も
た
せ
る
か
た
ち
で
和
解
さ
せ
た
。

　

太
郎
左
衛
門
は
、
鉢
形
領
全
体
に
お
け
る
砥
商
い
に
係
る
独
占
的
な
権
限
の

行
使
を
（
現
実
と
し
て
は
）
貫
徹
し
き
れ
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
当
該
地
域
に

根
を
は
る
長
吏
の
権
限
を
排
除
し
て
し
ま
う
こ
と
は
難
し
い
（
先
述
）
う
え
、

惣
右
衛
門
は
北
条
方
に
敵
対
す
る
勢
力
と
結
び
つ
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
が

従
来
か
ら
も
つ
権
限
を
排
除
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、
鉢
形
領
で
砥
商
い
に
従
事
す
る
人
々
は
、（
領
内
末
野
の

長
吏
惣
右
衛
門
の
配
下
で
あ
っ
た
一
部
を
除
け
ば
）
領
外
人
見
の
長
吏
太
郎
左

衛
門
の
配
下
と
な
り
そ
の
「
手
判
」
を
も
ち
砥
役
を
納
め
る
か
わ
り
に
、
商
い

を
認
め
ら
れ
る
（
た
だ
「
手
判
」
発
給
を
除
け
ば
、
惣
右
衛
門
と
そ
の
配
下
の

関
係
も
同
様
）。
そ
う
し
た
長
吏
と
配
下
の
関
係
は
、（
北
条
氏
当
主
か
ら
権
限

を
移
譲
さ
れ
た
）支
城
主
氏
邦
に
よ
り
保
証
さ
れ
る
。
天
正
一
八
年（
一
五
九
〇
）

の
北
条
氏
滅
亡
・
徳
川
氏
入
部
・
弾
左
衛
門
の
勢
力
伸
長
に
よ
り
、
太
郎
左
衛

門
は
人
見
の
、
惣
右
衛
門
は
末
野
の
長
吏
小
頭
と
な
っ
て
い
く
と
理
解
し
う
る
。

お
そ
ら
く
配
下
の
人
々
も
、
長
吏
小
頭
の
配
下
と
し
て
穢
多
身
分
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
く
。

地図　 鉢形城周辺図
　　　『小田原市史』史料編中世2付録を加工
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む
す
び
に
か
え
て

　

以
上
、
太
郎
左
衛
門
を
中
心
に
、
鉢
形
領
や
上
野
国
な
ど
の
長
吏
に
係
る
具

体
的
実
態
を
、
同
時
代
史
料
を
主
な
根
拠
と
し
て
分
析
し
た
。
戦
国
期
に
お
け

る
道
者
な
ど
と
長
吏
と
の
関
係
も
指
摘
で
き
た
。

　

鉢
形
領
に
お
い
て
砥
商
い
に
携
わ
る
人
々
は
太
郎
左
衛
門
（
一
部
は
惣
右
衛

門
）
を
中
心
に
編
成
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
編
成
は
、
近
世
に
お
け
る
長
吏
小
頭

と
そ
の
配
下
と
し
て
市
商
い
に
従
事
す
る
穢
多
た
ち
と
の
関
係
の
前
提
条
件
に

な
っ
た
と
理
解
し
う
る
（
も
ち
ろ
ん
、
近
世
に
至
る
ま
で
の
さ
ら
な
る
再
編
は

あ
っ
た
ろ
う
が
）。
近
世
に
お
け
る
市
商
い
に
は
、
当
該
旦
那
場
の
長
吏
の
み
な

ら
ず
他
所
の
長
吏
も
携
わ
る38

。
そ
の
前
提
と
し
て
、
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
な
、

従
来
か
ら
当
該
地
域
に
い
た
長
吏
と
他
所
か
ら
勢
力
を
お
よ
ぼ
す
長
吏
と
の
あ

ら
そ
い
お
よ
び
、
必
ず
し
も
一
方
の
排
除
を
伴
わ
な
い
調
整
（
本
稿
の
事
例
で

は
領
主
権
力
に
よ
る
裁
定
）
と
い
う
過
程
（
領
主
権
力
の
政
治
的
動
向
に
も
状

況
は
左
右
さ
れ
た
だ
ろ
う
）
を
想
定
し
う
る
。

　　

註
１�

拙
稿
①
「
戦
国
期
鉢
形
領
成
立
過
程
に
お
け
る
「
一
乱
」」（『
埼
玉
史
談
』

五
八—

一
、
二
〇
一
一
年
）、
同
②
「
武
蔵
鉢
形
領
に
お
け
る
衆
編
成—

秩

父
衆
の
場
合—

」（
佐
藤
博
信
編
『
中
世
房
総
と
東
国
社
会
』、
岩
田
書
院　

二
〇
一
二
年
）、同
③「
戦
国
期
日
尾
城
に
お
け
る
衆
編
成
」（『
埼
玉
地
方
史
』

に
掲
載
予
定
）、
同
④
「
戦
国
期
武
蔵
八
幡
山
（
雉
岡
）
城
周
辺
に
お
け
る

地
域
編
成—

衆
編
成
を
中
心
に—

」（『
千
葉
史
学
』
六
一
、
二
〇
一
二
年
）

な
ど
。

２�

た
だ
し
、
氏
邦
が
鉢
形
城
を
居
城
と
す
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
、
当
該

領
域
の
支
城
主
に
な
っ
た
の
ち
も
し
ば
ら
く
か
か
る
（
拙
稿
①
三
〜
五
頁
、

後
掲
註
17
な
ど
）。
そ
う
し
た
時
期
に
つ
い
て
も
、
氏
邦
の
も
と
に
編
成
さ

れ
た
支
城
衆
・
支
城
領
の
意
味
で
、
鉢
形
衆
・
鉢
形
領
と
い
う
呼
称
を
用

い
る
。

３�

久
保
田
和
男
「
下
野
国
長
吏
小
頭
・
半
左
衛
門
支
配
」（
荒
井
貢
次
郎
編
『
関

東
・
東
海
被
差
別
部
落
史
研
究
』、
明
石
書
店　

一
九
八
二
年
、
初
出
一
九

八
〇
年
）
一
三
二
〜
一
三
六
頁
、
石
井
進
「
都
市
鎌
倉
に
お
け
る
「
地
獄
」

の
風
景
」（『
石
井
進
著
作
集
』
九
、
岩
波
書
店　

二
〇
〇
五
年
、
初
出
一

九
八
一
年
）、
塚
田
孝
「
中
世—

近
世
移
行
期
の
関
東
に
お
け
る
賤
民
制
に

つ
い
て
」（
同
著
『
近
世
日
本
身
分
制
の
研
究
』、
兵
庫
部
落
問
題
研
究
所　

一
九
八
七
年
、
初
出
一
九
八
四
年
）、
西
木
浩
一
「【
コ
メ
ン
ト
】
塚
田
報

告
に
よ
せ
て
」（『
関
東
近
世
史
研
究
』
一
六
、
一
九
八
四
年
）、
大
熊
哲
雄

「
長
吏
と
市
の
関
わ
り
に
つ
い
て
」・
斎
藤
洋
一
「
砥
石
の
生
産
・
販
売
と

被
差
別
部
落—

五
郎
兵
衛
用
水
の
堀
貫
を
掘
っ
た
の
は
誰
か—

」（
東
日
本

部
落
解
放
研
究
所
編
『
東
日
本
の
近
世
部
落
の
生
業
と
役
割
』、
明
石
書
店　

一
九
九
四
年
、
初
出
は
と
も
に
一
九
九
〇
年
）、
岡
田
あ
さ
子
「
近
世
関
東

に
お
け
る
長
吏
の
生
業
と
市
商
い
」（『
部
落
解
放
研
究
』
一
五
三
、
二
〇

〇
三
年
）、
牧
原
成
征
「
北
関
東
の
長
吏
小
頭
と
職
場
・
由
緒
」（『
部
落
問

題
研
究
』
一
八
五
、
二
〇
〇
八
年
）、
大
熊
哲
雄
ら
『
旦
那
場　

近
世
被
差
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伊
藤
拓
也　

長
吏
太
郎
左
衛
門
と
砥
商
い

別
民
の
活
動
領
域
』（
現
代
書
館　

二
〇
一
一
年
）
な
ど
。
な
お
長
吏
の
名

称
は
、
当
初
集
団
の
頭
を
さ
し
て
い
た
の
が
次
第
に
集
団
の
他
の
構
成
員

に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
き
、
近
世
後
期
に
は
穢
多
身
分
一
般
の
別
称
・

自
称
と
な
る
（
喜
田
貞
吉
「
長
吏
名
称
考
」（
同
著
『
先
住
民
と
差
別
』
河

出
書
房
新
社　

二
〇
〇
八
年
、
初
出
一
九
一
九
年
）
一
六
六
頁
、
右
掲
牧

原
論
文
二
五
頁
）。

４�

な
お
以
下
、『
戦
国
遺
文
』
後
北
条
氏
編
〜
号
文
書
＝
戦
北
〜
、『
小
田
原

市
史
』
史
料
編
原
始
・
古
代
・
中
世
二—

〜
号
文
書
＝
小
田
原
〜
、『
御
府

内
備
考
』
一
（
雄
山
閣　

二
〇
〇
〇
年
）
＝
御
府
内
、大
日
本
地
誌
大
系
（
雄

山
閣
）
の
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』（
一
九
五
七
〜
一
九
五
八
年
）
〜
巻
＝

武
風
〜
、
と
略
記
。
現
在
の
地
名
の
埼
玉
県
も
略
。

５�

鳥
山
洋「
相
州
小
田
原
の
長
吏
小
頭
太
郎
左
衛
門
に
つ
い
て
」（『
解
放
研
究
』

二
〇
、
二
〇
〇
七
年
）
四
六
頁
。

６�

「
享
保
撰
要
類
集
」二
七
ノ
中（『
弾
左
衛
門
関
係
史
料
集—
旧
幕
府
引
継
書
』

一
、
部
落
解
放
研
究
所　

一
九
九
五
年
、
二
四
〜
二
七
頁
）。
た
だ
し
史
料

自
体
は
『
御
府
内
備
考
』
の
方
が
良
質
な
写
と
み
ら
れ
る
。

７�

「
平
井
文
書
」
戦
北
四
九
一
。

８�

「
平
井
文
書
」
戦
北
四
九
〇
。

９�

久
保
田
順
一
「
後
北
条
氏
の
上
野
進
出
」（
同
著
『
室
町
・
戦
国
期　

上
野

の
地
域
社
会
』、
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出
一
九
九
四
年
）。

10�

「
御
府
内
備
考
」
小
田
原
三
四
五
。
ち
な
み
に
史
料
冒
頭
に
は
「
一
、
小
田

原
の
北
条
新
九
郎
氏（
マ
マ
）直

の
時
家
老
よ
り
下
状
之
写
」
と
い
う
見
出
し
が
つ

け
ら
れ
て
い
る
（
御
府
内
四
〇
〇
頁
）。

11�

「
御
府
内
備
考
」
小
田
原
四
一
九
。

12�

久
保
田
順
一
前
掲
註
９
論
文
二
二
二
頁
、同「「
関
東
幕
注
文
」と
上
野
国
衆
」

二
五
四
〜
二
五
五
頁
（
同
前
掲
註
９
著
書
、
初
出
一
九
九
四
年
）
な
ど
。

13�

黒
田
基
樹
「
上
杉
謙
信
の
関
東
侵
攻
と
国
衆
」（
同
著
『
戦
国
期
東
国
の
大

名
と
国
衆
』、
岩
田
書
院　

二
〇
〇
一
年
、
初
出
二
〇
〇
〇
年
）。
以
下
、

関
東
侵
攻
の
具
体
的
過
程
に
係
る
記
述
は
こ
の
論
文
に
よ
る
。

14�

前
掲
註
１
拙
稿
①
。

15�

「
平
井
文
書
」
戦
北
八
九
四
。

16�

「
平
井
文
書
」
戦
北
一
〇
六
二
。

17�

前
掲
註
１
拙
稿
④
六
二
頁
。

18�

「
平
井
文
書
」
戦
北
一
九
〇
七
。

19�

天
正
八
年
二
月
吉
日
付
昌
福
寺
鰐
口
銘
・「
昌
福
寺
文
書
」
戦
北
四
七
三
二
、

同
年
六
月
二
八
日
付
上
杉
氏
憲
寄
進
状
写
・「
同
」
同
二
一
八
一
。

20�

『
戦
国
人
名
辞
典
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
六
年
、
上
杉
氏
憲
の
項
（
黒
田

基
樹
執
筆
）。

21�

橋
本
喜
代
太（
原
著
）・
成
田
寿
一
郎（
編
著
）『
図
で
わ
か
る
木
工
の
手
工
具
』

（
理
工
学
社　

一
九
八
八
年
）
一
三
頁
。

22�
「
武
州
文
書
（
矢
野
文
書
）」『
群
馬
県
史
』
資
料
編
七—

二
八
四
九
。

23�
前
掲
註
６
「
享
保
撰
要
類
集
」
二
七
ノ
中
。

24�

『
戦
国
遺
文
』
武
田
氏
編
四
、
東
京
堂
出
版　

二
〇
〇
三
年
、
一
〇
八
頁
。

25�

武
風
八—
二
五
六
頁
。
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成
蹊
人
文
研
究　

第
二
十
一
号
（
二
〇
一
三
）

26�
「
武
州
文
書
（
榛
沢
郡
長
吏
半
右
衛
門
）」
戦
北
一
九
八
五
。

27�

近
世
に
お
け
る
長
吏
と
民
間
宗
教
者
（
御
師
な
ど
）
の
関
わ
り
に
つ
い
て

は
、た
と
え
ば
西
木
浩
一
「
近
世
武
州
の
「
長
吏
」
と
民
間
宗
教
者
」（『
関

東
近
世
史
研
究
』
二
一
、
一
九
八
六
年
）。

28�

武
風
一
一—

二
九
〇
〜
二
九
一
頁
。

29�

「
武
州
文
書
（
榛
沢
郡
長
吏
半
右
衛
門
）」
戦
北
三
九
八
一
。

30�

戦
北
一
七
六
二
。

31�

斎
藤
前
掲
註
３
論
文
五
九
〜
六
三
頁
。

32�

部
落
問
題
研
究
所
編
『
部
落
史
史
料
選
集
』
一
、同
研
究
所　

一
九
八
八
年
、

三
八
六
頁
（
池
上
裕
子
執
筆
）。

33�

戦
北
一
六
七
二
、
同
四
〇
〇
〇
、
武
風
一
一—
二
九
〇
頁
。

34�

「
武
州
文
書
（
榛
沢
郡
三
阿
弥
）」
戦
北
三
四
一
一
。

35�

大
熊
ら
前
掲
註
３
著
書
二
〇
五
〜
二
〇
七
頁
（
藤
沢
靖
介
執
筆
）。

36�

武
風
一
一—

二
九
〇
頁
。

37�

「
武
州
文
書
（
榛
沢
郡
長
吏
半
右
衛
門
）」
戦
北
一
九
八
四
。

38�

岡
田
前
掲
註
３
論
文
四
四
〜
四
五
頁
。


